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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）一概要一の構成  

第1編健診・保健指導の理念の転換  
第1章 新たな健診・保健指導の方向性  

第2章 新たな健診■保健指導の進め方（流れ）  

第3享 保健指導実施者が有すべき資質  

第2編 健診  

第1章 内臓脂肪症侯群（メタポリツクシンドローム）に着目する意義  

第2章 健診の内容  

第3章 保健指導対象者の選定と階層化  

第4章健診の精度管理  
案5章健診データ等の電子化  

第6章健診の実施に関するアウトソーシング  

第3編 保健指導  

第1章 保健指導の基本的考え方  
第2章 保健事業（保健指導）計画の作成  

第3章 保健指導の実施  
案4享 保健指導の評価  
第5章 地域・職域における保健指導  

第6章 保健指導の実施に関するアウトソーシング  

第4編 体制・基盤整備、総合評価  
第1章 人材育成体制の整備  

第2章 最新の知見を反映した健診・保健指導内容の見直しのための体制整備  

案3章健診・保健指導の実施・評価のためのデータ分析とデータ管理  

（添付資料）支援材料等、関係学会におけるガイドライン（抜粋）、「健診・保健指導」の研修ガイドライン（案）  
（別冊）保健指導における学習教材集  36   



標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）のポイント  

ポイント  棲準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）〔抜粋〕   

第1編健診・保健指導の理念の転換  ・・……  

第1章新たな健診・保健指導の方向性…．…．．…．．…．．  

第2章新たな健診・保健指導の進め方（流れ）・・………・………  

第3章保健指導実施者が有すべき資質・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・．．．．．．  

弟2編 健診   

「内膳脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必要とする者を抽出する健診」と  

「結果を出す保健指導」を実施する。  

成という一連の流れで行う。  計画の作成→健診の実施、保健指導対象者の選定・階層化→保健指導→評価→次年度の計画の作   
‥・‥・・ト  

●●●●・・・ト  

「健診・保健指導事業の企画・立案・評価能力」と「行動変容につながる保健指導能力」が必要である。  
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内臓脂肪症侯群の該当者一予備群を減少させるため、保健指導を必要とする者を的確に抽出するた  
めの健診項目、判定基準とする。  

健診の内容…・・・・‥・・…………‥  

保健指導対象者の選定と階層化・・・  
健診の精度管理………‥．．．．…．．  
健診データ等の電子化…………・  

・・・・・●・ト  

内臓脂肪の蓄積を基本とし、リスク要因の数によって保健指導レベルを設定する。  

健診の実施に関するアウ  標準物質を使用した内部精度管理の実施及び外部精度管理調査を定期的に受けることにより、検査  
値の精度が保証されていることが必要である。  

弟3編 保健通産   

第3章 保健指導の実施  

今後も更に検討が必要  健診機関等→医療保険者、医療保険者→医療保険者等、複数の経路で複雑に大量の情報のやりとり  
が行われることから、電子的標準様式が設定されることが必要である。このことにより、データの互換  
性が確保され、継続的に多くのデータを蓄積することができ、医療保険者が行う健診・保健指導事業の  
評価も容易になる。  第¢享保健指導の実施に関するアウトソーシング…・・…・…．  

利用者の利便性に配慮した健診を実施するなど対象者のニーズを踏まえた対応が可能となり、健診  
の受診率の向上が図られる一方で、質の低下につながることがないよう委託先における健診の賞を確  

保することが不可欠である。  

第4糊 
第3章健診・保健指導の実施・評価のための  

データ分析とデータ管理   

（別冊）○保健指導における学習教材集  

・ト  

健診結果及び質問項目により階層化された対象者に、適切な保健指導（「情報提供」、r動機づけ支 援」、「積極的支援」）を行う。  
●  

■…………ト  利用者の利便性に配慮した保健指導を実施するなど、サービスの向上が図られる一方で、質の低下に  
つながることがないよう委託先における保健指導の質を確保することが不可欠である。  
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医療保険者は、電子化された健診・保健指導データとレセプトを突合し分析を行うことにより、健診・保  
健指導事業の実施及び評価を行うことが可能となる。  
そのため、医療保険者に所属する医師、保健師、管理栄養士等は健診・保健指導データとレセプトから  
どの部分に焦点を絞って疾病予防・重症化予防を行うのが効果的かを検討することが必要である。   

対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣の関係を理解  

するとともに、生活習慣の改善を自らが選択し、行動変容につな  
げるための保健指導を確実に行うための具体的な教材である。  




